
－特定改造減免措置対象車の改造に係る確認手順について（中古新規等）－

型 式 原動機

DBA－△△△○○ ×○3

型 式 原動

DBA－△△△○○改

対象外

対象外

ＮＯ

ＮＯ【H15年9月以前】

ＹＥＳ【H15年10月以降】

車検証等で確認（次の3条件を満たしているか？）

初度登録（検査）年が平成15年10月以降か？

自動車排出ガス規制識別記号が３桁である

条件 1 条件 2 条件 3

取扱いディーラーから算定燃費値取得済証の交付を受け、受検の際に提出して下さい。検査の結果、車両重量、幅

及び高さが一定の範囲に収まっているなどの条件に合う場合は、減免対象となります。

ＹＥＳ（3 条件を満たしている）

例
例

原動機、動力伝達装置、走行装置、燃料装置に、

型式に「改」が付記される改造がない 基本車に対し、原動機、一酸化発散防止

装置、燃料装置に排出ガス試験成績表

提示が必要な変更がない。また、動力伝

達装置の種類に変更がない。

車検証等で基本車の類別区分番号が確認できるか？ ＮＯ

ＹＥＳ

ＮＯ 対象外

ＹＥＳ

当該車両の「通称名」、「車両型式」及び「類別区分
番号」が一覧表標準車と一致し、車両重量、幅及び
高さが一覧表改造車諸元の範囲内となる改造か？

特定改造自動車減免措置対象車一覧表で確認
類別区分番号が判明

取扱いディーラー（販売店等）に、お
手持ちの車両の基本車の類別区分
番号をご確認下さい。

注 ： 自 動 車 検 査 証 備 考 欄 に [ 型 式 ･ 類
別 ]9XXXX・0XXX（算定燃費取得済特定改造
自動車）と記載がある場合は、算定燃費値取
得済証の提出は不要です。


